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募集要項 

 

１．施設・事業所名 社会福祉法人 南高愛隣会 長崎県地域生活定着支援センター 

２．就業場所 

〒854-0001 

長崎県諫早市福田町 357-1 

「長崎県地域生活定着支援センター」 

東諌早駅から徒歩５分 

３．職種 相談員：矯正施設退所者の地域移行支援全般 

４．職務内容 

〇主な業務 

・障がい者、高齢者との面談 

・行政手続きや福祉サービス等への申請手続き 

・受入れ先の福祉施設へのフォローアップ 

・各種調査結果の分析やアンケートの集計 

2022 年 10 月より、全国初となる長崎刑務所と連携した知的障

がい者処遇・支援モデル事業が開始しました。知的障がいのあ

る方が受刑中に福祉のサービスを受けられる制度を作るため

の画期的な取り組みです。その補完業務も行います。 

※入社後は育成担当職員がつき、司法・障がい福祉の制度を含 

 め業務内容を丁寧にサポートします。 

◎面接の際には、ハローワークの紹介状が必要です。 

５．雇用形態  正社員（就業時間：9：00～18：00） 

６．応募資格 

○障がいのある方に対して、次のいずれかの業務に、３年以上従

事した経験 

 １．福祉（高齢含む）・医療・教育機関・障害者関係団体のい

ずれかで相談支援の経験がある方 

 ２．矯正施設（刑務所、拘置所、少年院など）もしくはそれに

準ずる施設（児童自立支援施設）での勤務経験がある方 

 ※ボランティアの経験は除く 

〇社会福祉士、精神保健福祉士 あれば尚可 

○普通自動車運転免許 必須 

○年齢 64歳以下（65歳定年制のため） 

７．採用人数 1 人（応募理由：増員のため） 

８．提出書類  

〇書類 

ハローワーク紹介状、履歴書（写真貼付）、職務経歴書 

〇送付方法 

郵送 

〒854-0001 

長崎県諫早市福田町 357番地 15 

応募書類の返戻 選考後は返却 
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９．申し込み及び 

 問い合わせ先 

総務課 

下田・渡部 

電話番号 0957-24-3600 

FAX    0957-47-5033 

E メール 

１０．その他 

○賃金・手当 

・月額(A＋B)20,9000 円～23,4000 円 

（A） 基本給：180,000 円～200,000 円 

（B） 処遇改善手当 22,000 円～27,000 円 

ベースアップ手当 7,000 円 

※処遇改善手当、ベースアップ手当は単年度ごと   

 の計画に基づき、金額を決定。 

・扶養手当（配偶者・子）、住宅手当あり。 

・賞与 年 2 回 計 3.80 ヶ月分（前年度実績） 

     ※賞与は働き方によって金額が変わる。 

      （前年度賞与実績：1.9～3.8 ヶ月分） 

・通勤手当 実費支給（上限：月額 15,500 円） 

 

〇休日等 

・年間休日数 120 日 

・土日休み。その他休日はシフトによります。 

・6 ヶ月経過時の年次有給休暇日数 10 日 

・採用時 2 日の特別休暇を付与。 

  


